
大
阪
。
大
坂
城
跡
ω

ｌ
　
所
在
地
　
　
　
大
阪
市
中
央
区
大
手
前

一
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
九
年

（平
１
）
七
月
を

一
九
九
〇
年
五
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
大
阪
府
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
佐
久
間
貴
士

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
郭
跡

・
城
下
町
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
は
府
立
婦
人
総
合
セ
ン
タ
ー
（仮
称
）
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
約

一
三
〇

〇
ゴ
を
発
掘
し
た
。
調
査
で
は
奈
良
時
代
、
中
世
、
戦
国
時
代
（石
山
本
願
寺
期
）、

安
土
桃
山
時
代
、
江
戸
時
代
前

期
の
各
遺
構
を
検
出
し
た
。
木

簡
の
出
土
し
た
遺
構

・
包
含
層

は
こ
の
う
ち
安
土
桃
山
時
代
の

豊
臣
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。

脚
　
豊
臣
期
の
大
坂
は
、
大
き
く

は

一刷
期

・
後
期
の
二
時
期
に
分
け

伏
ら
れ
る
。
前
期
は
天
正
一
一年

全

五
仝
一じ
の
大
坂
城
と
城
下

町
の
建
設
開
始
か
ら
、
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）、

城
の
西
側
と
南
側
の
奴
下
町

が
取
り
払
わ
れ
、
新
た
に
三
の
丸
が
新
設
さ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
多
く

の
武
家
屋
敷

・
町
屋
な
ど
が
移
転
さ
せ
ら
れ
、

「大
坂
町
中
屋
敷
替
」
と
い
わ

れ
た
。
後
期
は
そ
れ
以
後
、
慶
長
二
〇
年
、
大
坂
夏
の
陣
で
大
坂
城
が
落
城
す

る
ま
で
で
あ
る
。
慶
長
三
年
は
秀
吉
が
死
去
す
る
年
で
あ
り
、
前
期
は
秀
吉
の

時
代
、
後
期
は
秀
頼
の
時
代
で
も
あ
る
。

発
掘
さ
れ
た
豊
臣
期
の
遺
構
も
前
期

。
後
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

期
は
城
下
町
の
時
期
で
南
北
に
幅
二
間
の
道
が
通
り
、
そ
の
両
側
に
幅
三
尺
の

排
水
溝
を
伴
い
、
道
の
両
側
に
屋
敷
地
が
六
区
画
復
元
で
き
た
。
屋
敷
地
の
間

口
は
広
く
、
瓦
葺
き
の
大
き
な
建
物
が
あ
り
、
鉄
砲
の
火
蓋

・
銃
九
、
鏃
、
小

柄
な
ど
多
数
の
武
器
類
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
中
級
の
武
家
屋
敷
と
推
定
し

た
。
建
物
群
は
慶
長
元
年
の
大
地
震
で
被
害
に
あ

っ
た
ら
し
く
、
ほ
と
ん
ど
が

新
た
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
た
。
後
期
に
は
厚
さ
三
ｍ
以
上
の
盛
上
が
な
さ
れ
、

三
の
九
北
側
の
城
壁
が
構
築
さ
れ
た
。
た
だ
し
上
部
は
慶
長

一
九
年
の
大
坂
冬

の
陣
の
講
和
後
破
壊
さ
れ
、
石
垣
の
下
部
と
大
き
な
桶
側
を
積
み
重
ね
た
井
戸

し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構

・
包
含
層
は
、　
一
点
を
の
ぞ
き
大
半
は
前
期
の
武
家

屋
敷
の
時
期
に
伴
う
も
の
で
、
天
正

一
一
年
か
ら
慶
長
三
年
の
間
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
前
期
の
包
含
層
は
細
分
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
四
つ
の
層
に
分
層
で
き

る
が
、
こ
こ
で
は

一
括
し
て
第
七
層
で
報
告
す
る
。
唯

一
第
六
層
か
ら
出
上
し

た
木
筒
⑤
は
、
三
の
丸
新
設
の
慶
長
三
年
に
行

っ
た
石
垣
北
側
の
盛
土
内
か
ら



1989年出上の末簡

出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「天
正
十
五
」
年
の
紀
年
銘
を
も

っ
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

濤

一
一

⑦
　
。
「
慶
三
年
伝
右
衛
門

（花
押
）

七
月
七
日
　
　
　
　
」

名
慶
三
年
伝
右
衛
門

（花
押
）

七
月
七
日
　
　
　
　
」

第
六
層

③
　
。
「
＜
　
天
正
十
五
十
二
月
七
日

〔足
己

〔百

四
拾
足
≧

⑪
　
・
五
十
日
日
日
日
――
日
Ｅ

。
九
月
十

一
日
　
　
」

溝

一
八

②
　
。
「
玉
旧
日
――
日
日
□
右
衛
門
尉
」

。
「
＜
爾
日
日
日
日
日
‐十日
日
日
日
日
Ｅ

第
七
層

〔甚
≧

「
＜
味
噌
樽

一
つ
八
木
□
□
□
」

14)

〔郎
丘
（
衛
ヵ
〕

。
「
＜
つ
ゝ
一
た
ん
七
回
□
□
」

。
「
＜
（屋
号
）
徳
芳
　
　
　
　
」

「
＜
（屋
号
）
廿
貫
入
惣
兵
衛
」

。
「
＜
国
十
月
十
九
日

米
壱
石
内
藤
右
衛
門
□
」

。
「
＜
一
茜
日
日
日
日
‐‐日
日
日
日
Ш
」

（
畔
∞
Φ
）
×
岸
Φ
Ｘ
】
　
ｏ
∞
Φ

μ
卜
⇔
×

や
『
×

∞
　

Φ
∞
∞

μ
ω
ｏ
×

中
φ

×

∞
　

〇
∞
〕

卜
中
∞
×

］
卜
×

卜
　

Φ
∞
］

ド
ド
ト
×

］
∞

×

ヽ

　

ｏ
∞
〕

μ
⇔
卜
×

］
ω

×

］
　

ｏ
∞
∞

∞
呻
×

ド
Ｎ
×

ミ
　

〇
や
μ

□
□
百
八
□
三
□
□
□
□
之
内

〔五

拾
足
己

　

　

　

　

　

〔候

也
己

此
内
□
□
□
申
候
右
口
回
入
納
□
□
」

。
「
＜
日
日
日
日
日
日
日
四

一‐‐‐‐‐‐１‐１‐‐１‐１‐‐Ｉ‐［日‐‐‐‐‐‐中キ‐山‐‐‐‐‐‐ｔｉ　ｌ‐日日日‐‐日日日日日日日日日日日日日日］」　　　　　　中∞枷〉〈ヽ
∞×
枷　　Φ∞中

現
在
ま
で
木
簡
類
は

一
二
点
、
墨
書
の
あ
る
木
製
品
は
二
点
で
あ
る
。
内
訳

は
荷
札

・
付
札
類
九
点
、
鑑
札

一
点
、
木
片
二
点
の
他
、
「金
将
」
の
墨
書
の

あ
る
将
棋
の
駒

一
点
、
表
裏
に

「串
だ
ん
ご
」
と

「月
星
」
を
図
案
化
し
た
意

匠
の
あ
る
用
途
不
明
の
木
製
品

一
点
で
あ
る
。

ω
は
品
名
は
不
明
だ
が
、
数
量
の
み

「
五
十
」
と
わ
か
り
、
裏
面
に
月
日
が

記
さ
れ
て
い
る
。
②
は
品
名

・
数
量
共
に
不
明
で
差
出
人
名
の
み
わ
か
る
。
０

は

「八
木
」
某
が
差
出
人
で
あ
ろ
う
。
ω
の

「
つ
ゝ
」
は
ど
の
よ
う
な
品
物
か



不
明
。
Ｅ

た
ん
」
と
あ
る
の
で
布
で
あ
ろ
う
か
。
裏
面
屋
号
の
下
に

「徳
芳
」

と
あ
る
の
は
差
出
人
と
思
わ
れ
る
が
、
通
称
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
表
記

の
仕
方
は
珍
ら
し
い
。
③
は
品
名
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
③
は
上
部
が
わ
ず
か

に
欠
け
て
、
日
付
の
上
に

一
宇
分
墨
痕
が
あ
る
。
「米
壱
石
」
の
荷
札
。
「内
藤

右
衛
門
」
の
下
の
一
字
は

「、
、」
と
あ
り
、
読
み
方
不
詳
。
⑦
は
矩
形
の
札
で
、

四
隅
を
少
し
削
り
、
他
の
木
筒
よ
り
厚
く
、
鑑
札
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い

る
。
「慶
三
年
」
は

「慶
長
三
年
」
の
略
記
で
三
の
九
新
設
が
こ
の
年
の
五
月
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
。
⑦
は
第
七
層
で
も
上
層
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
武
家
屋
敷

が
取
り
払
わ
れ
た
時
の
整
地
層
に
該
当
す
る
。
ま
だ
七
月
に
は
大
き
な
盛
土
工

事
が
こ
こ
ま
で
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
①
は

「天
正
十
五
」
の
み

で
年
の
字
は
書
い
て
い
な
い
。

な
お
こ
の
他
に

「
み
ず
の
と
の
　
孫
三
郎
　
と
り
」
と
三
行
に
彫
刻
し
、
多

数
の
焼
印
を
押
し
た
箱
状
の
木
製
品
（桝
か
）
が
第
七
層
下
層
か
ら
出
上
し
て
い

る
。
「
み
ず
の
と
の
」
「と
り
」
は

「癸
酉
」
で
天
正

一
一
年

盆

五
八
一こ
、
大

坂
城
築
城
開
始
の
年
に
あ
た
る
。

な
お
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
大
阪
城
天
守
閣
の
渡
辺
武

。
内
田
九
州
男

・
北
川

央
の
各
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献
　
　
　
　
　
　
　
、

佐
久
間
貴
士

「大
坂
城
跡
の
発
掘
調
査
―
府
立
婦
人
総
合
セ
ン
タ
ー
建
設
予

定
地
」
『
大
阪
府
下
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

（第
２２
回
）
資
料
』
盆
九
九
〇
年
）

（佐
久
間
貴
士
）

木

簡

研

究

第

一
留

巻
頭
言
―
―
本
簡
学
会
の
十
年
十
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
秀
三
郎

一
九
八
七
年
出
上
の
木
簡

概
要
　
平
城
官

・
京
跡
　
興
福
寺
勅
使
坊
門
跡
下
層
　
藤
原
宮
跡
　
藤
原
京
跡

藤
原
京
左
京
九
条
三
坊
　
紀
寺
跡
　
長
岡
官
跡
　
長
岡
宮

。
京
跡
　
鳥
羽
離
官

跡
　
千
代
川
遺
跡
　
矢
谷
遺
跡
　
大
坂
城
跡
ω
　
大
坂
城
跡
②
　
梶
原
南
遺
跡

宅
原
遺
跡

（豊
浦
地
区
）

長
田
神
社
境
内
遺
跡
　
書
写
坂
本
城
跡
　
砂
入
遺

跡
　
杉
垣
内
遺
跡
　
清
洲
城
下
町
遺
跡
　
岩
倉
城
遺
跡
　
勝
川
遺
跡
　
苅
安
賀

遺
跡
　
山
中
遺
跡
　
小
町

一
丁
目

一
〇
七
番
地
点
遺
跡
　
宮
町
遺
跡
　
川
田
川

原
田
遺
跡
　
光
相
寺
遺
跡
　
妙
楽
寺
遺
跡
　
釜
測
遺
跡
　
南
古
舘
遺
跡
　
大
楯

遺
跡
　
手
取
清
水
遺
跡
　
角
谷
遺
跡
　
横
江
荘
遺
跡
　
白
芥
遺
跡
　
草
戸
千
軒

町
遺
跡
　
延
行
条
里
遺
跡
　
長
門
国
分
寺
跡
　
安
養
寺
遺
跡
　
金
光
寺
跡
推
定

地
　
博
多
遺
跡
群

（築
港
線
関
係
第
三
次
調
査
）

苦
野
ケ
里
遺
跡
群
　
本
告

牟
田
遺
跡

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（
一
〇
）

平
城
宮
跡

（第
四
四
次
）

中
世
木
簡
の
一
形
態
―
―
山
札
・
茅
札
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
　
　
　
　
石

井
　
進

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡

「
日
書
」
よ
り
見
た
法
と
習
俗
　
　
　
　
　
工

藤

元

男

木
簡
の
保
存
処
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢

田

正

昭

彙
報
『
木
簡
研
究
』
六
ｔ

一
〇
号
総
目
次

研
究
集
会
報
告

一
覧

木
簡
出
土
遺
跡
報
告
書
等
目
録

木
簡
出
土
遺
跡

一
覧

寺

崎

保

広

寺

崎

保

広

頒
価
　
一一一八
〇
〇
円
　
一Ｔ
四
〇
〇
円


